
議案第１ ６ぢ

令５Ｆ口 ４年度ひたち なか市水道事業会計予算

（総　則）

第１ 条　令和４年度ひたちなか市水道事業会敖の予算は， 次に定めると ころによ る。

（業務の予定量）

第２条
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罨胚の予常常は， 次の とお りと する。
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（収益的収入及び支芭）

第３ 条　 収益的収大Ｗび支 胝の予定額は，次 のと おり と定 める。

収　入

第１ 款　 水道事業収益

第１ 項　営　 業　牡

第２ 項営 業夕卜収

第３ 項　特　 別　利

支　出

第１ 款　水道事業費
第１ 項　 営　 業　費

第２ 項営 業賜費

第３ 項　特　 別　損

第８９項　予　　備

さ
益
益

ｍ
一

ｍ
Ｊ

失
費

３
３

３
３

８

６

２

８

４

３

７

６

１

４

７

４

３

８

２

６

７

３

２

１

０

３４

１５

１９

９

５

６

７

０

５

２

９

３

０

５

０

４

１

１

２

８

Ｔ

Ｏ

千目

千日

千Ｐヨ

千［Ｉ］

千日

千日

千円

千Ｐヨ

千Ｒ

（資本的収大Ｗび支芭）

第４ 条　資本的収大唇。び支莖の予定額は， 次の とお りと 定め る。 （資本的収入額が資本的支胝
額に対し不足する額　 ８８ ２， ６６ ６下Ｒは，肖年曵分消費税‾京，び兆方消費税資本的収支調
整額　６　８， ６２ ８千日， 售年度分損益勘定留保貴台　８　１４ ，０ ３８ 下目で補てんする
もの とす る。）
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（継続費）
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款 項 事　業　名 総　　額 年　　度 年　　 割　　額
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令和 ５年度 ６７ ７， ６０ ０千 「Ｉ］

（債務負担行為）

第６ 条　 債務負担行為 をす るこ とが でき る事項， 期間及び限度額は， 次のとお りと 定める。

事　　項 期　　愾 隕　　 度　　額

浄水場等運転業務委託 令和 ４年度か ら令和５ 年度まで ＴＬ　０　１， ２０ ０千日

（企業債）

第７ 条　起債の目 的， 限度額， 起債の方法， 利率‾反び償還の方法は， 次の とお りと 定め る。

起債の目的 隕　 度　額 起債の方法 利　率 償　 ミ　 の　 方　法
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（た だし ，利率見

高し方式で借 り入
れる 政府貴台八び
地方公共団体金融
機構賢台につい
て， 利率の見直し
を行った後におい
ては，尚該見高し
後の利率）

政府資金又は ｊ七方ノムかミ
回体金融機構資金 につい
ては，その融資条件によ
り， 銀行その他の場合に
は， その債権者と 協定す
るも のと する。ただし，
を業財政の都合に より，
据置期賢反び償還期限を
短縮 し， 若し くは繰上げ
償還又は低利に借り換え
るこ とが でき る。

（一 時借入を）
第８ 条　一時借人台の限度額は，６ ００ ，０ ００ 千［エへ と定める。

［予定支趾の各項の経費の金額の流Ｊ↑］）
第９ 条　予定支芭の各項の経費の金額を流鴇する こと ができる場合は，

第１ 款　水道事業費
第１ 項　　 営業 費鴇
第２ 項　　 営業 夕卜 費ル］

次の とお りと 定め る。

［議会の議決を経なければ流万］するこ とのでき ない経費）
第１ ０条　次に掲げ る経費については，そ の経費の金額 をそれ罧外の経費の金額に 流只］し ，又は

それ社外の経費をその経費の金順に流只］す る場合は，議会の議決を経なければなら ない。
（１ ）　　 職員 給牛 黄　　　 ３　６　ＴＬ ，０ １０ 千［エ］
（２ ）　　 交　 際　 費　　　　　　　 １０ ０千日

－２－



（他会計から の補助金）

第１ １条　児童手佶に要する 経費 とし て， 一般会敖から この会計へ補助を受け る金額は，
２， ３２ ４千円である。

（た な卸資産の購入張胤額）

第ＴＬ　２条　たな卸資産の購入置皮額は，５　６， ８０ ０下Ｒと 定め る。

令和 ４年　３犬１　 ２日　提出

令和４年 ナＪ 目　 議決

ひた ちな か市長　 犬　谷

３

明


